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新型コロナウイルス感染症に伴う臨時休業再延長について（お知らせ） 
令和２年５月４日、全都道府県を対象とした「緊急事態宣言」の延長が発表されました。 
北海道教育委員会からの通知を受け、本校も５月11日（月）～５月31日（日）まで臨時休業期間を延長いたし

ます。保護者の皆様におかれましては、引き続き御理解と御協力をいただきますよう、お願いいたします。 
 

記 
１ 臨時休業再延長期間 
令和２年５月１１日（月）～５月 31日（日） 

 
２ 学校再開日 
  令和２年６月１日（月） 
 
３ 臨時休業中の過ごし方について 
（１） 不要不急の外出を避け基本的に自宅で過ごす 

 ・マスクの着用や外出後の手洗いを徹底するなど、御家庭でも感染防止に努めてください。 
 

（２） 健康観察シートの記入 
・健康観察シート(追加分)を後日郵送します。 
朝晩の体温測定と健康観察を継続し、健康状態を「健康観察シート」に記入してください。 
・体調等に変化があった場合には、学校まで御連絡ください。 

 
（３） 生活リズムと家庭学習 
     ・起床、就寝、食事等の生活リズムが整うように心掛けてください。 
     ・スマートフォンやインターネット等の利用に関して、家庭内でルールを設けるなど、安心・安全な利用を心掛

けてください。 
     ・家庭学習用のプリントを後日郵送します。また、担任から週1回程度電話連絡をさせていただきます。 
     ・学習や生活面で相談がありましたら、担任までお知らせください。また、新型コロナウイルスに関する心の

不安は、「子ども相談支援センター」（０１２０－３８８２－５６）でも24時間無料で受け付けています。 
 
４ 寄宿舎生について 
 
 
 
 
 
５ 通学生について 
 
 
 
 
 
６ 登校及び帰舎について 
（1） 登校及び帰舎の際は、生徒にできる限りマスクを着用させるよう御協力ください。 
（2） 登校や帰舎に不安がある場合には、担任または寄宿舎担当者まで御相談ください。 

 

７ 今後の連絡方法について 

（1） 今後の新型コロナウイルスへの対応等に関する連絡は、基本的に「本校ホームページ」又は、「マチコミ」

で行います。「マチコミ」からの配信は、必ず内容を御確認いただき、併せてホームページもご覧ください。 

（２） 「マチコミ」への登録をしていない御家庭のみ、担任より電話連絡をさせていただきます。 

（３） 今年度は特に、臨時休業等に関わり御家庭への緊急連絡が多くなることが予想されます。 

「マチコミ登録」をされていない御家庭は、登録への御協力をお願いします。 
 

※  北海道教育委員会からの「保護者の皆様へ お子様のご家庭での学びや生活を支えるために」、「特別支

援教育 学び・生活サポートサイト」の資料を添付いたします。御確認ください。 

（１） ６月１日（月）から登校となりますが、体調を十分に確認していただき、熱、咳、喉の痛み等の症状
や体調の異変が見られる場合は、自宅で静養する等の対応をお願いします。 

（２） その際には、必ず学校（学級担任）へ御連絡ください。 

※新型コロナウイルス感染症への対応について 
 不明な点がございましたら、教頭伏見（0134-61-3400）までお問い合わせください。 

（１） 開舎は５月３１日（日）14：00からとなりますが、体調を十分に確認していただき、発熱、咳、喉の
痛み等の症状や体調の異変が見られる場合は、自宅で静養する等の対応をお願いします。 

（２） その際には、必ず寄宿舎へ御連絡ください。 
 


